
平成２９年度環境省組織改革のポイント
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○環境再生・資源循環局の設置
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• 東日本大震災の後、放射線汚染物質対策については、既存の組織をベースに逐次増強して体制を整備してきた。

• 「復興・創生期」に入り、復興も新たなステージを迎えた中で、昨年８月の与党東日本大震災復興加速化のための第６次提言を受け、これまで３つの部

局にまたがっていた廃棄物・リサイクル対策と放射性物質汚染対策を統合し一元的に取り組む「環境再生・資源循環局」を新設し、放射性物

質汚染からの環境再生に関し中核的組織として整備。

• この「環境再生・資源循環局」を中心に、大臣以下、環境省の最重要課題として省を挙げて被災地の環境再生に取り組み、復興創生を一層加速

化する。

• またあわせて、総合環境政策局を改組し、新たに設置する「総合環境政策統括官」の下で統括することで、国連持続可能な開発目標（SDGs）の採択

等を踏まえ、分野横断的な省全体の企画立案機能を強化する。

２．改革後

あわせて、福島環境再生事務所を、他の地方環境事務所と同格の事務所として
位置付け、新たに「福島地方環境事務所」として設置することで、現地の意思決
定の迅速化及び体制強化を図る。
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